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事例① 
 

 目標を重点化・具体化し、成果を児童生徒が変容した姿で表現（広島市） 
  学校経営計画において、学校の現状と課題を分析した上で、目標は具体的で明確
なものとなるよう重点化・具体化し、成果を意識させるために児童・生徒（あるい

は教員）が変容した姿として具体的に示すこととし、それを評価報告書に反映する

よう学校評価の様式を見直した。これにより改善点や次年度の取組の方向性が明確

になり、評価結果を踏まえた改善活動を充実させている。 
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事例② 
 

 全教職員の参加による目標設定（鳥取県岩美町） 
  学校評価の結果を教育活動その他の学校運営の結びつけていくため、全教職員
参加による目標設定を行っている。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株式会社 野村総合研究所「学校関係者評価の充実・活用に関する調査研究報告書」より 

岩美町立岩美中学校では、学校評価に取り組み始めた当初は、校長がすべての目標の項目

と数値目標を立案していた。しかし、それでは教職員への浸透が難しく、校長が異動した場

合に廃れることが懸念された。現在では、校長は学校の方針、並びに具体的な目標設定に向

けた考え方を示すにとどめている。それらを踏まえて、全教職員が参加し、過去の学校評価

の結果を振り返りながら、議論したうえで具体的な目標設定、計画づくりを行っている。 

 教職員の参加では、校務分掌（例：生活部、学習部、特活部）が大きな役割を果たしてい

る。同校によると、当初は教科の壁、学年の壁が高く、教職員の連携には苦労したという。

そこで校内の校務分掌と研究組織を統合・再編成し、分掌ごとに学校全体の重点戦略目標を

立案し、実行することにした。特定の教職員のみの取組ではなく、学校全体として取り組む

ことで、教職員のモチベーションは向上している。 

 「ミドル・アップダウン」という表現がなされることもあるが、主任層などの学校のミド

ル層がリーダーとなり、具体的な目標と取組を立案し実行している。 

 ここで重要なポイントのひとつは、教職員に丸投げするのではなく、管理職が方向性の提

示と目標をチェックする役割を果たしていることである。例えば、学習指導要領の改訂を十

分に踏まえたものではない目標があった場合、その旨を指摘し、再度検討させるようにして

いる。 
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事例③ 
 

 自己申告書に学校経営計画実現のための手だてを明記（東京都） 
  東京都立学校においては、教職員個人の自己申告書に学校経営計画実現のための
具体的な手だてを明記することとなっており、各教職員の取組が学校全体の改善活

動と関連づけられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都立学校経営支援委員会「都立学校の自己評価指針―マネジメント指針―〔改訂版〕」 
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事例④ 
 

 学校評価の結果を活用した「学校運営改善モデル」の活用（ＰＨＰ総合研究所） 
  学校評価の結果を効果的に学校改善につなげることができるよう、ミドルリーダ
ーが中心となって学校内でモデル活用したチームによる学校改善にかかる議論を行

い、主体的に学校運営改善に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社 ＰＨＰ総合研究所「学校評価の生かし方と学校運営の改善方法」より 
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事例⑤ 
 

 学校評価支援システムの活用（慶應義塾大学） 
  慶應義塾大学が開発した「学校評価支援システム」を活用し、保護者等に対し
て行う外部アンケートの集計作業の効率化を図るとともに、重要度と実現度を問う

ニーズ調査型アンケートを実施し、学校の新しい試みへの保護者の理解度などを視

覚的に捉えている。 
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事例⑥ 
 

 学校・保護者・地域の連携協力による「協働型」学校評価（仙台市） 
  学校・保護者・地域の三者による「協働型」学校評価システムを実施し、学校が
分析した課題をもとに学校関係者評価委員会が重点目標や学校・家庭・地域がそれ

ぞれ行うべき改善活動を協議している。これにより、学校評価が学校・家庭・地域

のコミュニケーション・ツールとして機能し、三者が当事者意識を持ち、役割分担

を持ちながら子どもを育てることができるという成果をあげている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度仙台版・学校評価ガイドライン「協働型学校評価」 
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事例⑦ 
 

 学校関係者評価委員との連携・協働を図る取組（新潟県上越市） 
  学校関係者評価委員に学校への支援を求め、その一環として、「スポークスマン」と
して学校の実情を広く家庭や地域に発信するとともに、学校をよりよくするための協

力を求めてもらっている。  
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事例⑧ 
 

 既存の制度を活用して運営改善に能動的に関わる評価者を確保（京都市） 
  学校運営協議会委員や学校評議員を学校関係者評価委員として位置づけており、
学校関係者評価委員は学校の自己評価結果を評価するだけでなく改善策も提示する

等、主体的に学校運営に関わっている。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市教育委員会「リーフレット『学校評価をみんなのものに』」より 



 

 21

事例⑨ 
 

 学校の魅力と課題を発見するための外部アンケートの実施（京都市） 
  学校の魅力と課題を発見するための「ニーズ調査型」アンケートを実施し、学校
評価支援システムを活用して簡単で分かりやすい分析結果を表示している。重要度

と実現度の関係を相対的に捉えることで、教職員や保護者の意識のずれや学校の魅

力、課題を焦点化し分析に役立たせている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市教育委員会「リーフレット『学校評価をみんなのものに』」より 




